
　（宛先）　指定管理者　

次のとおり有料施設を使用したいので申請します。

生年月日　　　　　　　  年　　　　月　　　　日生 □初回利用

□多目的スタジオB（900円/時間）

基本利用料金

市外･営利目的利用額

備品使用料

合計

許可番号

入場料等 □無　□有（有の場合の金額　　　　円 ） □収支計画表　　　年　月　日提出

使用施設

□歴史体験室D（1,000円/時間）

□多目的スペースE（1,100円/時間）

※ご利用は2時間以上となります。
※17時以降のご利用は2週間前迄の申請が必要です。

使用内容

□無　□有（別紙添付：使用備品申請書）

以下、スタッフ記入欄

□高槻市主催　□安満人倶楽部　□市内利用者　□市外利用者  □営利目的

　※時間別に異なる施設を使用する場合は、詳細がわかる書類を添付してください。

　　　　　　　　　　名（関係者　　　　　名）

安満遺跡公園　有料施設使用申請書及び許可証

　　令和　　　年　　月　　日

申　請　者
もしくは

使用責任者

住　　所 電話

氏　　名
フ リ ガ ナ

団 体 名

携帯電話

 利用日当日に下記金額を必ずお持ちください。                  

使用者属性

有料施設の使用内容について確認しました。

使用日時

※上記時間に準備・片付・撤収・清掃が含まれます。

使用目的

行事名

□多目的室C（C1＋C2：1,000円/時間） □C1のみ　□C2のみ（500円/時間）

□工作・調理室A（1,100円/時間）

令和　 年　　  月　  　日（　 　）  　時      　分　～　　時　　分（　　時間）

使用人数

付属備品使用

　　　　　　　安満遺跡公園パートナーズ  　　印

     許可日　　　　　年　　　　月　　　　日

     確認日　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　安満遺跡公園パートナーズ  　　印

上記の有料施設の利用を許可します。　利用料金は上表の通りです。

円
使用料

円

円

円



（教示）
１　都市公園内の行為に関する処分について
　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に、高槻市長に対して審査請求をすることができ
ます。また、この処分の取消しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、高槻市（安満遺跡公園にあっては、
指定管理者）を被告として（高槻市を被告とする場合は高槻市長、指定管理者を被告とする場合は指定管理者を代表するべき者が被
告の代表者となります。）提起することができます（なお、この通知を受けた日から６か月以内であっても、処分の日から１年を経過する
と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する採決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければなりません。
２　使用料の徴収に関する処分について
　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に、高槻市長に対して審査請求をすることができ
ます。また、この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、高槻市
を被告として（高槻市長が被告の代表者となります。）提起することができます。
　なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①
審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避ける
ため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、審査請求に対する決定を経ないでも処分の
取消しの訴えを提起することができます。


